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特定作業におけるダイオキシン 類ばく 露 防止対策の考え 方について 

労働安全衛生規則 ( 以下「 安 箇別」 という。 ) 第 592 条の 2 から第 592 条の 7 の規定 及 

び 廃棄物焼却施設力作業におけるダイオキシン 類ばく 露 防止対策要綱 ( 以下「要綱」 とい 

う。 ) に基づき、 廃棄物焼却施設の 解体等における 労働者のダイオキシン 類へのばく 露 防 

止の徹底を図っているところであ るが、 焼却施設の廃止後、 ①事業者等が 事後の解体を 前 

提 として、 設備内部のダイオキシン 類を含む付着物の 除去作業を先行して 実施する事例、 

②小型焼却施設の 煙突の取外し 作業とそれ以外の 部分の解体作業を 別時期に行 う 事例がみ 

られるところであ る。 

そこで、 これらの事例におけるダイオキシン 類ぱく 露 防止対策の考え 方について、 下 

記のとおり明確化を 図ることとしたので、 今後の指導等に 当たり適切な 対応を期すととも 

に 、 関係事業者等への 周知を図られたい。 

一 " 一 -@@ 己 

1  設備内部のダイオキシン 類を含む付着物の 除去作業 

(1) 使用を廃止した 廃棄物焼却施設について、 焼却炉等の本体の 解体を行 う ことを前提 

として設備内部のダイオキシン 類を含む付着物の 除去作業を行 う 事業者は、 当該焼却 

炉等の本体の 解体の具体的な 予定の有無にかかわらず 安衛 則の関係規定及び 要綱に従 

って、 要綱の第 3 の 1 及び 3 に規定する廃棄物焼却施設に 設置された焼却炉等の 解体 

等の作業に伴う 措置を講ずる 必要があ ること。 

(2) 解体を前提として 廃棄物焼却炉等の 設備内部のダイオキシン 類を含む付着物の 除去 

作業を行う事業者は、 労働安全衛生法第 88 条第 4 項及び 安 箇別第 90 条第 5 号の 3 に 

定める計画の 届出を行う必要があ ること。 その際、 事後に行 う こととされている 焼却 

炉 等の本体の解体作業に 係る計画については、 分割して、 当該解体作業を 行う事業者 

が別途作業を 行 う 前に提出することとして 差し支えないこと。 

http://www.jaish.gr.jp/hor_s_shsi/hor_s_shsi/100199
http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-42/hor1-42-9-1-2.html
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		廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱


            

		
            		第1		趣旨

                  ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(以下「廃棄物の焼却施設」という。)における焼却炉等の運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露を未然に防止することが重要であることから、厚生労働省では、平成13年4月に労働安全衛生規則の一部を改正し、廃棄物の焼却施設におけるダイオキシン類へのばく露防止措置を規定したところである。

                  本対策要綱は、改正後の労働安全衛生規則に規定された事項を踏まえ、事業者が講ずべき基本的な措置を示し、労働者のダイオキシン類へのばく露防止の徹底を図ることを目的とするものである。

                  

                  

		第2		対象作業

				1		作業の分類

                  本対策要綱における「ダイオキシン類」とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーPCBをいい、対象となる作業は、廃棄物の焼却施設において行われる次の(1)及び(2)の作業(以下「運転、点検等作業」という。)並びに(3)の作業(以下「解体作業」という。)であり、これらを合わせて廃棄物焼却施設内作業ということ。

						(1)		廃棄物の焼却施設におけるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱いの業務に係る作業

                  具体的には、

								ア		焼却炉、集じん機等の内部で行う灰出しの作業

								イ		焼却炉、集じん機等の内部で行う設備の保守点検等の作業の前に行う清掃等の作業

								ウ		焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却灰の運搬、飛灰(ばいじん等)
                  の固化等焼却灰、飛灰等を取り扱う作業

								エ		焼却炉、集じん機等の外部で行う清掃等の作業

								オ		焼却炉、集じん機等の外部で行う上記ア及びイの作業の支援及び監
                  視等の作業

						(2)		廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保
                  守点検等の業務に係る作業

                  具体的には、

								ア		焼却炉、集じん機等の内部で行う設備の保守点検等の作業

								イ		焼却炉、集じん機等の外部で行う焼却炉、集じん機その他の装置の
                  運転、保守点検等の作業

								ウ		焼却炉、集じん機等の外部で行う(2)のアの作業の支援、監視等の
                  作業

                  ただし、保守点検等に伴い、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻等を取り扱う場合は、上記(1)の作業に該当すること。

						(3)		廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の取扱いの業務に係る作業

                  具体的には、

								ア		廃棄物焼却炉、集じん機、煙道設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備及び廃熱ボイラー等の設備の解体又は破壊の作業

								イ		上記アに係る設備の大規模な撤去を伴う補修・改造の作業

								ウ		上記ア及びイの作業に伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う作業

                  ただし、耐火煉瓦の取替え等、定期的に行う点検補修作業で大規模な撤去を伴わない作業については、上記(2)の作業に該当すること。

                  なお、本対策要綱の適用対象は、事業場に設置されたダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設において行われる作業であるが、本対策要綱の適用対象より小規模の焼却施設において行われる作業についても、本対策要綱に準じばく露防止対策を講ずることが望ましいものであること。

				2		遠隔操作等で行う作業及びばく露の少ない廃棄物焼却炉における作業の適用関係

						(1)		遠隔操作等で行う作業

                  本対策要綱は、[1]ガラス等により隔離された場所において遠隔操作で行う作業、[2]密閉系で灰等をベルトコンベア等で運搬するのを監視する作業等、焼却灰及び飛灰に労働者がばく露することのない作業については、適用されないものであること。

						(2)		ばく露の少ない焼却炉における作業

                  本対策要綱は、運転、点検等作業について、下記のアからエに掲げる条件を全て満たす焼却炉における作業については、ダイオキシン類にばく露することが少ないため、本対策要綱のうち法令に定める事項である第3の1の(1)、(2)、(3)及び(6)のイ、並びに第3の2の(2)のアに定める事項に限り適用することとする。なお、これ以外の事項については、必要に応じて適用すること。
                  

								ア		ダイオキシン類特別措置法(平成11年法律第105号)第28条に定めるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻のダイオキシン類の測定結果が3000(pg-TEQ/g-dry)より低いこと。

								イ		第3の2の(2)のア及びウの空気中のダイオキシン類濃度の測定結
                  果から別紙2により決定する管理区域が、第1管理区域であること。

								ウ		屋外に設置された焼却炉であること。

								エ		単一種類の物を焼却する専用の焼却炉であること。


                  

		第3		ばく露防止対策

				1		運転、点検等作業及び解体作業において共通して講ずべき措置

						(1)		特別教育

                  運転、点検等作業又は解体作業を行う事業者(以下「対象作業を行う事業者」という。)は、労働者に労働安全衛生規則第592条の7及び特別教育規程に定めるところにより、特別教育を行うこと。

						(2)		作業指揮者の選任

                  対象作業を行う事業者は、労働安全衛生規則第592条の6に定めるところにより、化学物質についての知識を有する者等の中から作業指揮者を選任し、作業を指揮させるとともに、作業に従事する労働者の保護具の着用状況及びダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化の確認を行わせること。

                  なお、コンクリート造の工作物の解体作業等においては、併せてコンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任する必要があること。

						(3)		発散源の湿潤化

                  対象作業を行う事業者(第2の1の(2)の作業のみを行う事業者を除く。)は、労働安全衛生規則第592条の4に定めるところにより、作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならないこと。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りではないこと。

						(4)		健康管理

                  対象作業を行う事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断を確実に実施するとともに、ダイオキシン類へのばく露による健康不安を訴える労働者に対して、産業医等の意見を踏まえ、必要があると認める場合に、就業上の措置等を適切に行うこと。

                  また、事故、保護具の破損等により当該労働者がダイオキシン類に著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したおそれのある場合は、速やかに当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせること。なお、この場合には、必要に応じて、当該労働者の血中ダイオキシン類濃度測定を行い、その結果を記録して30年間保存しておくこと。

						(5)		就業上の配慮

                  対象作業を行う事業者は、女性労働者については、母性保護の観点から、廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業における就業上の配慮を行うこと。

						(6)		保護具

                  対象作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。

								ア		保護具の管理

										(ア)		保護具の着用状況の管理

												a		労働者に対する呼吸用保護具の着脱訓練の実施

                  労働者に対して、呼吸用保護具のフィットテストの方法、緊急時の対処方法及び呼吸用保護具の正しい着脱方法・着脱手順等について訓練を行うことにより習得させること。

												b		作業開始前における保護具の着用状況の確認

                  労働者に保護具の着用状況の確認を相互に行わせること。

										(イ)		作業後における保護具の取外し等

                  作業を行った後の保護具は汚染されているおそれがあることから、以下の措置を講ずること。

												a		作業場と更衣場所の間に 保護具の汚染及び焼却灰等を除去す
                  るためのエアシャワー等の汚 染物除去設備を設けること。

												b		保護具の着脱は、アの(イ)のaの汚染物物除去設備が存在する場所ではなく更衣場所において行うこと。また、保護具は更衣場所から汚染された状態で持ち出させないこと。

										(ウ)		保護具は日常の保守点検を適切に行うこと。

										(エ)		ダイオキシン類で汚染されたおそれのある保護具は、使い捨てが指定されているもの及び手入れの方法が別に定められている呼吸用保護具のろ過材及び吸収缶を除き、清水、温水、中性洗剤及びヘキサン等により洗浄すること。

										(オ)		ダイオキシン類で表面が汚染されたおそれのある治具・工具及び
                  重機等の機材は、使い捨てが指定されているものを除き、清水、温
                  水、中性洗剤及びヘキサン等により洗浄すること。

										(カ)		ヘキサン等により洗浄する場合は、溶解したダイオキシン類によ
                  るばく露防止措置を講ずること。

										(キ)		

                  (キ) プレッシャデマンド形エアラインマスクには、ダイオキシン類、一酸化炭素等の有害物質、オイルミスト及び粉じん等を含まない清浄な空気を供給すること。

								イ		保護具の選定

                  労働安全衛生規則第592条の5に定めるところにより別紙3に示す保護具について、運転、点検等作業については別紙4に掲げる方法で、解体作業については別紙5に掲げる方法で選択し労働者に使用させること。

                  ただし、高所作業又は臨時の作業においては下記のとおりとすること。

										(ア)		高所作業における特例

                  レベル3の保護具を使用する作業場における高所作業で、エアラインのホースが作業の妨げとなる場合又はエアラインのホースの当該場所までの延長が困難な場合は、当該作業場所近傍に十分な能力を有するエアラインの接続箇所を設置するとともに、各接続箇所間の移動においては、プレッシャデマンド形エアラインマスクでエアラインを外した時、防じん防毒併用呼吸用保護具となるものを使用させること。

                  なお、エアラインの接続箇所の設置が困難である場合には、プレッシャデマンド形空気呼吸器を使用させること。

                  また、墜落防止のため、安全な作業床を設けること。なお、安全な作業床を設けることが困難である場合には、安全帯を使用する等墜落防止措置を講ずること。

										(イ)		臨時の作業における特例

                  レベル3の保護具を使用する作業場において足場の設置・解体作業等臨時の作業を行う場合であって、エアラインマスクを使用することが困難な場合には、次のaからcに掲げる措置を講じた上で、防じん防毒併用タイプ呼吸用保護具を使用して作業を行わせても差し支えないものであること。ただし、作業前に測定した空気中のダイオキシン類濃度について、第3の2の(2)のウの管理区域の決定方法によって行った管理区域(解体作業にあってはこれを準用した管理区域)が第3管理区域となるときは、プレッシャデマンド型空気呼吸器を使用させること。

												a		作業前に床面の清掃を行うこと。

												b		デジタル粉じん計等により、作業を行っている間に連続して空気中の粉じん濃度の測定を実施すること。

												c		作業を行っている間、粉じん及びガス状のダイオキシン類を発散させるおそれのある作業を中断すること。

						(7)		休憩室使用の留意事項

                  対象作業を行う事業者は、労働者の作業衣等に付着した焼却灰等によ
                  り、休憩室が汚染されない措置を講ずること。

						(8)		喫煙等の禁止

                  対象作業を行う事業者は、作業が行われる作業場では、労働者が喫煙
                  し、又は飲食することを禁止すること。

				2		運転、点検等作業において講ずべき措置

						(1)		安全衛生管理体制の確立

								ア		廃棄物の焼却施設を管理する事業者の実施事項

                  廃棄物の焼却施設を管理する事業者は、次の措置を講ずること。

										(ア)		ダイオキシン類対策委員会

                  産業医、衛生管理者、(イ)の対策責任者等で構成する「ダイオ
                  キシン類対策委員会」を設置し、本対策要綱に定める措置等を盛り込んだ「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」(以下「推進計画」という。)を策定すること。

										(イ)		対策責任者の選任

                  労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を講じるに当たり、本対策要綱に定める措置を適切に行うため、ダイオキシン類対策の対策責任者を定め、次の職務を行わせること。

												a		ダイオキシン類対策委員会の運営及び推進計画の委託先事業者、関係請負人等への周知

												b		(ウ)の協議組織の運営

												c		その他推進計画の実施に関する事項

										(ウ)		委託先事業者、関係請負人等との協議組織

                  廃棄物の焼却施設における作業の全部又は一部を他に委託し、又は請負人に請け負わせている場合には、全ての関係事業者が参加する協議組織を設置し、当該作業を行う労働者のダイオキシン類へのばく露防止を図るため推進計画に基づく具体的な推進方法等を協議すること。

								イ		受託事業者又は関係請負人の実施に関する事項

                  運転、点検等作業の全部又は一部を受託し、又は請け負っている事業者は、ダイオキシン類対策の実施責任者を定め、推進計画を踏まえた対策を実施させること。

						(2)		空気中のダイオキシン類濃度の測定

                  運転、点検等作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。なお、廃棄物の焼却施設を管理する事業者が、既に測定を行っている場合については、この結果を用いて差し支えないこと。

								ア		空気中のダイオキシン類の測定

                  運転、点検等作業が常時行われる作業場について、労働安全衛生規則第592条の2に定めるところにより、別紙1の方法により、空気中のダイオキシン類濃度の測定を行うこと。

								イ		測定結果の保存

                  測定者、測定場所を示す図面、測定日時、天候、温度・湿度等測
                  定条件、測定機器、測定方法、ダイオキシン類濃度等を記録し、30
                  年間保存すること。

								ウ		管理区域の決定

                  作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じて、別紙2の方法により管理区域を決定すること。

                  なお、ダイオキシン類の管理すべき濃度基準は、2.5pg-TEQ/m3とすること。

								エ		焼却灰等の粉じん、ガス状ダイオキシン類の発散防止対策

                  ウの結果、第2管理区域又は第3管理区域となった作業場において、次に掲げる方法等により、焼却灰等の粉じん及びガス状ダイオキシン類の発散を防止する対策を行うこと。

										(ア)		燃焼工程、作業工程の改善

										(イ)		発生源の密閉化

										(ウ)		作業の自動化や遠隔操作方法の導入

										(エ)		局所排気装置及び除じん装置の設置

										(オ)		作業場の湿潤化

                  なお、以上の測定についてのダイオキシン類分析は、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行われている機関において実施するとともに、その結果については、関係労働者に周知すること。

				3		解体作業において講ずべき措置

						(1)		対象施設の情報提供

                  解体作業を行う場合、廃棄物の焼却施設を管理する事業者は、解体作業を請け負った元方事業者等に、解体対象施設の図面及び6月以内に測定した対象施設の空気中のダイオキシン類濃度の測定結果がある場合にはこれを解体作業前に提供すること。

						(2)		安全管理体制の確立

                  解体作業を請け負った元方事業者は、次の措置を講ずること。

								ア		統括安全衛生管理体制

                  労働安全衛生法第15条等に定めるところにより、その労働者及び請負人の労働者の人数に応じ、統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者等を選任する等、統括安全衛生管理体制の確立を図ること。

								イ		関係請負人との協議組織等

                  労働安全衛生法第30条に定めるところにより、全ての関係請負人が参加する協議組織を設置し、混在作業による危険を防止に関して協議すること。また、関係請負人に対し安全衛生上必要な指導等を行うこと。

						(3)		空気中のダイオキシン類の測定及びサンプリング

                  解体作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。

								ア		空気中のダイオキシン類の測定

                  解体作業が行われる作業場について、別紙1の方法により、空気中のダイオキシン類濃度の測定を単位作業場所ごとに1箇所以上、解体作業開始前、解体作業中に少なくとも各1回以上行うこと。なお、解体作業前の測定については、廃棄物の焼却施設を管理する事業者が、解体作業開始前6月以内に測定を行っている場合については、この結果を用いて差し支えないこと。

								イ		解体対象設備の汚染物のサンプリング調査

                  労働安全衛生規則第592条の2に定めるところにより、汚染物のサンプリング調査を事前に実施すること。

										(ア)		汚染物のサンプリング調査時のばく露防止対策

                  汚染物のサンプリング調査作業を行うに当たっては、別紙3に示すレベル3の保護具を着用して作業を行うこと。

										(イ)		サンプリング調査の対象設備及び対象物

                  サンプリング調査対象設備及び対象物は、次のとおりとすること。

												a		焼却炉本体炉内焼却灰及び炉壁付着物

												b		廃熱ボイラー 缶外付着物

												c		煙突 煙突下部付着物

												d		煙道煙道内付着物

												e		除じん装置 装置内堆積物及び装置内壁面等付着物

												f		排煙冷却設備 設備内付着物

												g		排水処理設備 設備内付着物

												h		その他の設備 付着物

                  なお、サンプリング対象物におけるダイオキシン類含有量が同程度であることが客観的に明らかである場合は、必ずしも全ての対象についてサンプリングする必要はない。例えば、[1]除じん装置の汚染物においてダイオキシン類含有量が3000pg-TEQ/g以下の濃度である場合の焼却炉本体、廃熱ボイラー、煙突及び煙道におけるサンプリングの省略(廃棄物焼却施設運転中のダイオキシン類の測定結果等により、除じん装置の汚染物における含有量が最も高いことが明らかである場合に限る。)、[2]煙突と煙道が一体となっている場合の一方の設備におけるサンプリングの省略、[3]小規模施設で設備ごとの区分ができない場合のサンプリングの一括化等がある。

										(ウ)		追加的サンプリング調査の実施

                  汚染物のサンプリング調査の結果、3000pg-TEQ/gを超えるダイオキシン類が検出された場合には、その周囲の箇所(少なくとも1点以上)における汚染状況の追加調査を行うこと。

										(エ)		サンプリング調査の記録及び記録の保存

                  サンプリング調査に当たっては、日時(年月日及び時間)、実施者名、サンプリング調査時の温度、湿度、サンプリング調査方法(方法及び使用した工具等)及びサンプリング調査箇所を示す写真・図面等の項目について記録し、その記録を30年間保存すること。

                  なお、以上の測定、サンプリングについてのダイオキシン類分析は、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行われている機関において実施するとともに、その結果については、関係労働者に周知すること。

						(4)		解体作業の計画の届出

                  労働安全衛生法第88条及び労働安全衛生規則第90条第5号の3に定めるところにより、廃棄物焼却炉(火格子面積が2m2以上又は焼却能力が1時間当たり200kg以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事を行う事業者は、工事開始の日の14日前までに次の書類を添付して所轄労働基準監督署長に対し、計画の届出を行うこと。

								ア		仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

								イ		解体等をしようとする廃棄物焼却施設等の概要を示す図面

                  具体的には、

                  解体作業を行う廃棄物焼却施設、建設物の概要を示す図面(平面図、立面図、焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー等の概要を示すもの。)

								ウ		工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面

								エ		工法の概要を示す書面又は図面

								オ		労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
                  具体的には、

										(ア)		ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面(除去処理工法、作業の概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護具及びその保護具の区分を決定した根拠等)

										(イ)		統括安全衛生管理体制を示す書面

										(ウ)		特別教育等の労働衛生教育の実施計画

										(エ)		解体作業対象施設における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果

										(オ)		解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果

										(カ)		解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画

                  カ工程表

                  なお、これらの書類に記載された内容に大幅な変更が生じるときにはその内容を速やかに所轄労働基準監督署長あて報告すること。

						(5)		解体方法の選択

                  解体作業を行う事業者は、[1]作業前に測定した空気中のダイオキシン類濃度測定結果、[2]解体対象設備の汚染物のサンプリング調査結果、[3]付着物除去記録等を用いて別紙6の方法により、解体方法の決定を行うこと。

						(6)		付着物除去作業の実施

                  事業者は、労働安全衛生規則第592条の3に基づき、解体作業実施前に設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物の除去を十分に実施すること。

                  当該付着物除去作業の際には、

								ア		作業場所を仮設構造物(壁等)又はビニールシートにより他の作業場所と隔離すること。

								イ		高濃度の場合には、可能な限り遠隔操作により作業を行うこと。

								ウ		煙道等狭隘な場所においては、高圧水洗浄等により付着物除去を行
                  う等、適切な措置を講ずること。

                  なお、付着物除去結果の確認のため、付着物除去前後の写真撮影を入
                  念に行い、その結果を保存すること。

						(7)		作業場所の分離・養生

                  事業者は、ダイオキシン類による汚染の拡散を防止するため、管理区域ごとに仮設の壁等による分離、あるいはビニールシート等による作業場所の養生を行うこと。

						(8)		周辺環境への対応

                  事業者は、解体作業によって生じる排気、排水及び解体廃棄物による周辺環境への影響を防止するため、次の措置を講ずること。

								ア		排気処理

                  ダイオキシン類に汚染された空気及び粉じん等をチャコールフィルター等により適切な処理を行った上で、排出基準に従い、大気中に排出すること。

								イ		排水処理

                  解体作業により生じるダイオキシン類により汚染された排水は、関係法令で定める排出水の基準(10pg-TEQ/l)を満たすことが可能な凝集沈殿法等の処理施設で処理した後、外部に排水すること。

								ウ		解体廃棄物の処理

                  汚染除去された又は除去する必要のない解体廃棄物については、廃棄物処理法に沿って、一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物ごとに、廃棄物の種類に応じて分別して排出し、処分すること。

                  粉じん等汚染物及びダイオキシン類汚染解体廃棄物についても、廃棄物処理法に沿って、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物ごとに、廃棄物の種類に応じて分別して排出し、処分すること。

                  分別作業に際してはサンプルのダイオキシン類分析結果等を参考にして、それぞれの汚染状況に応じて関係法令に基づき処理又は処理されるまでの間一時保管を行うこと。また、高濃度汚染物の詰替え作業を行う場合は作業を行う場所を保護具選定に係る第3管理区域とすること。

								エ		その他廃棄物の処理

                  付着物除去作業及び解体作業によって生じた汚染物は、飛散防止措置を講じたうえで密閉容器に密封し、関係法令に基づき処理されるまでの間、作業の妨げとならない場所に隔離・保管すること。

								オ		周辺環境等の調査

                  すべての解体作業終了後、当該施設と施設外の境界部分において環境調査を行うこと。
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(3) 施設管理者等 は 、 付着物の除去作業を 行 う 事業者が安 衛則 第 592 条の 2 第 2 項の規 

定に基づき行った 設備の内部に 付着した物に 含まれるダイオキシン 類の含有率の 測定 

( 以下「ザンプリンバ 調査」という。 ) の結果等を当該事業者から 入手の うえ 、 これ 

を 保存し、 焼却炉等の解体作業を 行 う 事業者に提供するよ う 指導すること。 また、 当 

該解体作業を 行 う 事業者は、 空気中のダイオキシン 類の測定及びサンプリンバ 調査の 

結果に代えて、 当該情報を解体方法の 決定や保護具の 選択に利用しても 差し支えない 

- と   

2  小型焼却施設の 煙突の取外し 作業 

使用を廃止した 小型焼却施設について、 煙突の取外し 作業のみを行う 場合にあ って 

も 、 焼却炉等の解体作業の 一環であ ることから、 安衛 則の関係規定及び 要綱に従って 

要綱の第 3 の 1 及び 3 に規定する廃棄物焼却施設の 解体等における 労働者のダイオキ 

シン類へのばく 露 防止措置を講ずべき 必要があ ること。 

ただし、 次の ア に示す規模の 廃棄物焼却施設について イ に示す作業方法により 作業 

を行う場合であ って、 付着物の除去作業、 発散源の湿潤化のための 作業を行 う ことに 

より、 イの 作業のみを行 う 場合よりもぱく 露のおそれが 大きくなると 判断される場合 

においては、 空気中のダイオキシン 数の測定及びサンプリンバ 調査、 付着物の除去及 

び発散源の湿潤化は 要しないこと。 なお、 以上については、 個別の事案ごとに、 作業 

方法を詳細に 把握し、 十分な検討を 行った上で慎重に 判断すること。 

ア 廃棄物焼却施設の 規模 

労働安全衛生法第 88 条第 4 項及び 安衛則 第 90 条第 5 号の 3 に基づく計画の 届出を 

必要としない 小規模の廃棄物焼却施設であ ること。 

イ 煙突の取外し 等の作業力、 法 

① 煙突を固定しているボルトの 取外しについてほ、 手作業により 行 う ものであ り   

煙突本体の溶断等を 行 う ものでないこと。 

② 煙突の取外しにより 生じる煙突及び 炉の本体の開口部については 直ちに覆 う こと 

により、 ばいじん等の 発散が最低限に 抑えられるものであ ること。 

③ 本体、 煙突ともに養生し、 保管するこ と 

以上 


